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令 和 ４ 年 2 月 ９ 日  

 

 公益社団法人全日本不動産協会宮崎県本部長 殿 

  

宮崎県環境森林部長   

（ 公 印 省 略 ） 

 

   土壌汚染対策法第４条第 1 項に基づく一定規模以上の土地の形質の変 

更の届出に係る手引き等ついて（依頼） 

 

本県の環境保全行政の推進につきましては、日頃から御理解と御協力をいただき、

感謝申し上げます。 

この度、標記手引き等について別添のとおり作成したのでお知らせします。 

つきましては、令和４年３月１日以降に標記届出を行う場合には、本手引き等によ

り届出を作成してくだるよう貴会員に周知いただきますようお願いいたします（手引

き等は、令和４年３月１日以降にホームページ「みやざきの環境」に掲載する予定で

す）。 

 

＜添付資料＞ 

・土壌汚染対策法第４条第 1 項 一定規模以上の土地の形質の変更の届出手引き 

・土壌汚染対策法第４条第 1 項 一定規模以上の土地の形質の変更の届出Ｑ＆Ａ 

・案内文「～事業者のみなさまへ～」 

・土壌汚染対策法第４条第 1 項 一定規模以上の土地の形質の変更の届出添付書類 

新旧対照表（参考） 

 

 

 

（文書取扱 環境管理課）  

 
水保全対策担当 和田  

電話 0985-26-7085 

E-mail: kankyokanri@pref.miyazaki.lg.jp 


